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地域公共交通網形成計画について

１．地域公共交通網計画とは

「地域にとって望ましい公共交通網のすがた」を明らかにする「マスタープラン（ビジ
ョン＋事業体系を記載するもの）」としての役割を果たすものです。「自分たちの地域では
このような考え方で公共交通ネットワークを整備します」という宣言文となり、地域の
方々から寄せられる「なぜこの地域にバスが通っていて、別の地域には通っていないの
か？」、「どういう基準で公共交通サービスを導入しているのか？」といった、交通政策の
在り方や個別事業の実施理由や効果に関する問いかけに明確に回答することができるよう
になります。
国が定める基本方針に基づき、地方公共団体が協議会を開催しつつ、交通事業者等との
協議の上で策定します。

２．計画に記載する内容

記載事項 概要

①基本方針
計画が目指すべき将来像と、その中で公共交通が目指すべき役割
を明確化し、取組の方向性を定めます。また、まちづくり、観光
振興等の様々な分野との連携を整理します。

②計画の区域 当該地域の交通圏の範囲を基に計画の区域を設定します。

③計画の目標 ①の基本的な方針に即して目標を設定します。

④事業・実施主体
目標達成のために提供されるべき公共交通サービスの全体像・具
体的なサービス水準を定めます。併せて、その実現に必要な事
業・実施主体を整理します。

⑤計画の達成状況の評価 達成状況の評価計画と評価を踏まえた見直し方針を立てます。

⑥計画期間 原則5 年程度ですが、地域の実情に合わせて設定します。

⑦その他


